
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

町政だより 令和 4 年 2 月 25 日発行 

 以下の 3 種のごみ袋については、令和 4 年 3 月 31 日（木）をもって取り扱い

を終了します。収集もいたしません。清掃センターへの持ち込みもできませんので、

ご注意ください。10 円証紙を貼付しての使用もできません。令和 4 年 6 月 30
日までに役場環境生活課までお越しいただき、返還手続きをお願いいたします。 

生ごみ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

新しいごみ袋の販売について 

令和４年３月１８日（金）より、料金改 

取扱店については 

燃やせないごみ 
45L 45L 

燃やせるごみ 

 なお、資源ごみの袋（プラ類・空き缶・びん・紙製容器）については、令和 4
年 6 月 30 日まで移行期間としてご使用いただけます。詳しくは環境生活課まで

お問い合わせください。 

定後の新しいごみ袋を販売いたします。 

ゴミ分別一覧表をご覧ください。 
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